
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年９月１３日 １４時００分ごろ 

発生場所 熊本県上天草
かみあまくさ

市大矢野
お お や の

橋東方沖 

 天草大矢野橋橋梁灯（C1 灯）から真方位０９７°３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３２.７′ 東経１３０°２５.６′） 

事故の概要  プレジャーボートTOA
ト ア

は、漂泊中、また、プレジャーボートM
エム

 LINE
ラ イ ン

は、西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１０月１３日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート TOA、１.８トン 

   ２５３－３３３１４熊本、株式会社中島工業 

Ｂ プレジャーボート M LINE、１.５トン 

   ２９３－４１２７０熊本、MLINE 株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部のウェイクボード架台等に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部のハンドレールに曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、家族等５人を乗せ、大矢野橋東

方沖でウェイクボーダーをけん
．．

引して遊走していた。 

 船長Ａは、機関を中立運転とし、船首を西方に向けてＡ船を漂泊さ

せ、後部甲板でウェイクボードのけん
．．

引用ロープを回収中、Ａ船の左

舷船尾方５～１０ｍ付近に前進行きあしで接近して来たＢ船の船長Ｂ

から話し掛けられ、会話をしていたところ、Ｂ船が更に接近してＡ船

の左舷中央部にＢ船の右舷船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人を乗せ、大矢野橋東方

沖を遊走していた。 

 船長Ｂは、Ａ船が気になり、船長Ａに話し掛ける目的で、約２０

km/h の対地速力で西進してＡ船の左舷船尾方２０ｍ付近に接近した

後、Ａ船の左舷側に並ぶつもりで、船外機を中立運転として前進行き

あしでＡ船に接近し、船長Ａに話し掛けていたところ、行きあしが止

まらず、船外機のチラーハンドルで左舵を取ったものの、Ｂ船がＡ船

に衝突した。 

 船長Ｂは、本事故当日、１３時１５分ごろに出港したが、出港前か



ら本事故前までに、アルコール度数約７％の３５０ml の缶入りハイ 

ボール２本を飲んでいた。 

 船長Ｂは、船外機を中立運転として前進行きあしでＡ船に接近中、

左舵を取ったものの、前進行きあしが速かったので、早めに船外機を

後進にかけて行きあしを止めていればよかったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、漂泊中、船長Ａが接近して来たＢ船の船長Ｂと会話をして

いたところ、Ｂ船が更に接近し、Ａ船の左舷側にＢ船が衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、Ａ船の左舷側に並ぶつもりで、船外機

を中立運転として前進行きあしが速い状態でＡ船に接近した際、左舵

を取って航行を続けたことから、惰性で前進してＡ船に衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が西進中、船長Ｂが、Ａ船の左舷側

に並ぶつもりで、船外機を中立運転として前進行きあしが速い状態で

Ａ船に接近した際、左舵を取って航行を続けたため、Ｂ船が惰性で前

進してＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船に接近する場合は、行きあしの制御を適切に行うこと。 

 ・操船に当たる場合は、アルコール類を摂取しないこと。 

 


